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白
居
易
が
生
き
た
唐
代
の
後
半
期
で
は
、
そ
れ
ま
で
辺
境
地
帯
に

置
か
れ
て
い
た
節
度
使
が
、
安
史
の
乱
の
平
定
と
地
方
の
秩
序
回
復

を
目
的
に
中
国
内
地
に
も
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
軍
事
権
と
行
政

権
の
両
方
の
権
力
を
持
っ
て
地
方
に
割
拠
す
る
藩
鎮
と
な
っ
た
。
朝

廷
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
地
方
藩
鎮
勢
力
を
抑
え
て
中
央
の
統
制
力

強
化
を
実
現
す
る
か
が
、
政
治
上
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
白
居

易
が
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
憲
宗
朝
で
は
、
即
位
当
初
か
ら
跋
扈
藩

鎮
に
対
し
て
強
硬
な
姿
勢
で
臨
ん
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
下
、
白
居
易
は
元
和
四
年
（
八
〇
九
）

に
「
論
太
原
事
状
三
件
」
を
上
奏
し
た
。
こ
の
「
太
原
」
と
は
、
当

時
太
原
に
拠
点
を
置
い
て
い
た
河
東
節
度
使
を
さ
す
。
唐
代
の
河
東

道
は
、
国
都
長
安
や
東
都
洛
陽
と
近
い
だ
け
で
な
く
、
北
方
の
遊
牧

民
族
が
い
る
モ
ン
ゴ
ル
高
原
と
も
接
し
て
い
た
。
八
世
紀
初
め
よ
り

突
厥
の
侵
入
が
激
化
す
る
と
、
そ
の
対
策
と
し
て
、
唐
朝
は
河
東
北

部
に
も
多
数
の
軍
や
守
捉
兵
を
配
置
し
、
景
雲
二
年
（
七
七
一
）
に

は
、
諸
軍
を
統
轄
す
る
た
め
に
太
原
を
治
所
と
す
る
節
度
使
を
設
置

し
、開
元
六
年
（
七
一
八
）
に
河
東
節
度
使
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
安
史
の
乱
後
、
河
東
節
度
使
に
は
対
北
方
防
衛
の
拠
点

と
し
て
の
役
割
の
他
に
、中
央
に
対
し
て
半
独
立
傾
向
を
示
す
河
北
・

河
南
藩
鎮
の
経
略
の
拠
点
と
い
う
、
新
た
な
役
割
が
加
わ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
国
都
長
安
を
防
衛
す
る
拠
点
と
し
て
の
河
東
節
度
使
の
重

要
性
に
対
す
る
、
朝
廷
の
評
価
・
認
識
が
高
ま
り
、
朝
廷
は
節
度
使

の
選
任
を
重
視
し
た
。
一
方
、
安
史
の
乱
後
の
河
東
軍
の
特
徴
と
し

て
、
節
度
使
と
諸
将
と
の
間
に
潜
在
的
な
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
藩
帥
が
交
替
し
た
時
に
こ
の
よ
う

な
緊
張
関
係
や
葛
藤
が
顕
在
化
し
、
宝
応
元
年
（
七
六
二
）
と
大
暦

三
年
（
七
六
八
）
の
二
回
の
軍
乱
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、
朝

廷
が
河
東
の
藩
帥
の
選
任
に
気
を
配
り
、
そ
の
藩
政
に
対
す
る
警
戒

を
怠
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
中
央
よ
り
派
遣
さ
れ
た
監

軍
で
あ
る
宦
官
が
藩
政
に
深
く
関
与
し
た
。
藩
鎮
の
お
目
付
け
役
で

あ
る
監
軍
に
つ
い
て
は
、
地
方
藩
鎮
を
統
制
す
る
機
能
が
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る
が
、
実
際
に
監
軍
が
藩
帥
交
替
時
に
発
生
が
予
想
さ
れ

る
軍
乱
を
未
然
に
防
い
だ
事
例
も
あ
り
、
監
軍
が
朝
廷
の
対
藩
鎮
政

策
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
白
居
易
「
論
太
原
事
状
三
件
」
に
見
え
る
人
名
は
、
い
ず
れ
も
元

和
四
年
当
時
の
河
東
の
藩
帥
と
監
軍
で
あ
る
。
厳
綬
は
貞
元
十
七
年

（
八
〇
一
）
か
ら
藩
帥
と
な
っ
て
い
た
が
、
白
居
易
ら
数
名
の
官
僚
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か
ら
の
批
判
を
受
け
、
元
和
四
年
に
交
替
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
范

希
朝
は
厳
綬
の
二
代
後
の
藩
帥
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
一
年
で
交
替
と

な
っ
て
い
る
。
輔
光
と
は
、李
輔
光
の
こ
と
で
あ
る
。
新
旧
両『
唐
書
』

に
列
伝
は
な
い
が
、
彼
の
墓
誌
に
よ
れ
ば
、
貞
元
十
一
年
（
七
九
五
）

に
監
軍
と
な
り
、
病
に
倒
れ
た
藩
帥
の
李
説
に
代
わ
っ
て
藩
政
を
掌

握
し
、
以
後
、
四
代
十
五
年
に
わ
た
っ
て
藩
政
支
配
を
続
け
た
人
物

で
あ
る
。
白
居
易
の
「
論
太
原
事
状
三
件
」
は
、
宦
官
李
輔
光
に
よ

る
藩
政
支
配
を
終
わ
ら
せ
、
ま
た
李
輔
光
に
藩
政
を
任
せ
き
り
に
し

て
い
た
厳
綬
か
ら
別
の
人
物
を
藩
帥
に
選
ぶ
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ

る
。
も
う
一
人
の
「
貞
亮
」
と
は
、
劉
貞
亮
の
こ
と
で
、
憲
宗
擁
立

に
功
績
が
あ
っ
た
宦
官
で
あ
る
。「
論
太
原
事
状
三
件
」
に
よ
れ
ば
、

李
輔
光
の
後
任
と
し
て
、
彼
が
河
東
節
度
使
の
監
軍
の
候
補
に
挙
げ

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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